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 福島県中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、経済産業省の定める中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事

業）交付要綱（令和８年３月１９日付２０２６０３１６財特第２５号）及び実施要領（令和８年

３月１９日付２０２６０３１６財特第２５号）（以下「国実施要領」という。）に基づき、県内中

小企業者が特許権、実用新案権、意匠権及び商標権（以下「特許等」という。）を外国出願する際

に必要となる費用の一部を公益財団法人福島県産業振興センター（以下「センター」という。）が

補助するために必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、用いる用語は国実施要領第３条の定義によるものとする。 

（補助の対象） 

第３条 本事業における補助対象者は福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小

企業者等のうち、国実施要領第４条第１項及び第２項を満たす者とする。ただし、国実施要領第

４条第１項第２号（ア）に基づく優先権主張を伴わない商標登録出願については、別紙に定める

事項を満たす者とする。 

２ 本事業において補助対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、特許等に係る外国出願に

必要とする別表に掲げる経費であって、センター理事長（以下「理事長」という。）が必要かつ適

当と認める経費とする。ただし、国実施要領第４条第３項に反しないものとする。 

３ 補助対象者が他の事業者と共同で出願する場合、原則として前項により規定する経費に、補助

対象者の持分比率を乗じた額（ただし、補助対象者が負担した額の範囲内）を、対象経費として

扱う。 

（交付申請） 

第４条 本事業の申請をする中小企業者等（以下「申請者」という。）は、交付申請書（様式第１－

１又は様式第１－２。以下「申請書」という。）を理事長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、申請書と申請書に記載の添付書類、その他に理事長が必要と認める書類を併せて提

出するものとする。 

３ 申請者は、補助金を申請するに当たって、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額

に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付

申請をしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないもの

については、この限りでない。 

４ 申請を行う場合、センターが行う他の補助制度及び他の公的機関等が行う補助制度と補助の範

囲が重複してはならない。 

５ 福島県暴力団排除条例（平成２３年福島県条例第５１号）に該当する団体及びそれを含むグル

ープについては、当該補助金を申請することはできない。 

（補助上限額、補助率及び補助対象事業期間） 

第５条 補助上限額（一出願あたり）、補助率及び補助対象事業期間については、次の表に定める通

りとし、一企業あたりの補助上限額は３００万円とする。 
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経費区分 
補助上限額 

（一出願あたり） 
補助率 補助対象事業期間 

特許出願 １５０万円 

２分の１以内 
交付決定日から当該

年度の１月末日まで 

実用新案、意匠、商標出願 

（抜け駆け対策商標は除

く） 

６０万円 

抜け駆け対策商標出願 ３０万円 

 

（交付に係る選定） 

第６条 理事長は、申請書の提出があった場合には選定委員会において審査し、補助金交付の可否

を決定するものとする。選定の基準は、国実施要領第９条第１号から第４号までの規程を満たす

ものとする。 

（交付決定の通知） 

第７条 理事長は補助金交付の決定をした場合、申請者に交付決定通知書（様式第２）を送付する

ものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助金交付が認められた中小企業者等（以下「補助対象企業」という。）は、事業完了の日

から起算して３０日を経過した日もしくは２月１０日のいずれか早い日までに、実績報告書（様

式第６）を理事長に提出しなければならない。 

２ 前項の提出をするときは、事業の実施を確認できる書類（外国特許庁からの出願受理に関する

応答書類と、外国特許庁への出願に関する経費の支出根拠及び支払実績となる書類を併せて提出

しなければならない。 

（事業の変更又は中止、廃止） 

第９条 補助対象企業は、補助対象となった事業の実施に当たり交付決定内容と相違が生じる場合

は、計画変更（等）承認申請書（様式第３）を理事長に提出し、あらかじめその承認を受けなけ

ればならない。ただし、国実施要領第１３条第１号に定める軽微な変更についてはこの限りでな

い。 

（補助金の支払） 

第１０条 理事長は、第８条の報告書並びに事業の実施を確認できる書類の内容を精査し、交付決

定内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金額を確定し、当該補助対象企業に通知する

ものとする。 

２ 補助金は前項の規定により交付すべき補助金額を確定した後に支払うものとする。ただし、必

要があると認められる経費については、概算払をすることができる。 

３ 理事長は、補助対象企業に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金額が交付されているときは、その超える部分の補助金額の返還を命ずる。 

４ 前項の補助金の返還期限は国実施要領第１８条第３項の規定によるものとする。 
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５ 補助対象企業は、第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに精算（概算）払請求書（様

式第７）を理事長に提出するものとする。 

６ 理事長は、前項の規定による請求が正当であると認められ、当該請求書を受理したときは速や

かに、補助金を補助対象企業に交付するものとする。 

（交付決定の取消等） 

第１１条 理事長は、補助対象事業が国実施要領第２１条第１項第１～６号のいずれかに該当する

場合、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

（補助金の返還） 

第１２条 理事長は、前条の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずることができるものとする。

ただし、返還の際の加算金については、国実施要領第２１条第３項及び第４項の規定によるもの

とする。 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１３条 補助対象企業は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第８により速やかに理事長に報告しなければ

ならない。 

２ 理事長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を

命ずる。 

３ 国実施要領第１８条第３項の規定は、前項の返還の規定について準用する。 

（守秘義務） 

第１４条 センターは、本事業の実施により知り得た補助対象企業の秘密を厳守するとともに、こ

れを自己の利益に利用しないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、センターは、補助対象企業の名称、所在地、交付の決定を受けた出

願種別、採択日、交付決定日、法人番号、交付決定金額、確定金額及び交付決定件数について公

表することができるものとする。 

（放棄等の禁止、フォローアップ調査等への協力） 

第１５条 補助対象企業は、本事業により行った外国特許庁への出願について、国実施要領第２３

条の規定に従うものとする。 

２ 補助対象企業は、国実施要領第４条第１項第５号の規定による国及びセンター等が行う補助対

象事業完了後５年間の状況調査（フォローアップ調査、ヒアリング等）に協力しなければならな

い。 

（補則） 

第１６条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、国実施要領に従

うものとする。 

附則 

この要領は、令和２年度予算から適用する。 

附則 

この要領は、令和３年度予算から適用する。 

附則 

この要領は、令和６年度予算から適用する。 
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附則 

この要領は、令和７年度予算から適用する。 

附則 

この要領は、令和８年度予算から適用する。 

 

（別表） 補助対象経費 

経 費 区 分 経 費 項 目 

外国特許庁への出願手数料 外国特許庁への出願に要する経費 

現地代理人費用 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 

国内代理人費用 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 

翻訳費用 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 

 その他（外国特許庁への出願
に関連する通信費、振込手数料
など）のうち理事長が必要と認
める経費 

外貨送金手数料など 
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様式第１－１（特許、実用新案、意匠及び商標（抜け駆け対策商標以外）の申請用）  

                                                                    年    月    日 

  公益財団法人福島県産業振興センター 

代表者の氏名 宛て 

                                            申請者    住所 〒   

                                                      名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び代表者の氏名      

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金 

交付申請書 

 

 中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要領（２０２４０３１９特第２

号。以下「実施要領」という。）第６条第１項の規定に基づき、上記間接補助金の交付について下

記のとおり申請します。 

なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、中小企業等海外

展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）交付要綱（２０２４０３１８特第８号）及び実施要領

の定めるところに従うことを承知の上申請します。 

 

記 

１． 申請者種別（いずれかに○）   ２．過去における本補助金の支援実績(いずれかに〇) 

 ①法人 

 ②個人事業者 

 ③事業協同組合等 

 ④商工会、商工会議所 

 ⑤ＮＰＯ法人 

 

 

３．申請者の概要 

資本金 従業員数 法人番号 業種 

円     人   

※個人事業主の場合、法人番号欄の記入は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①実績なし 

 ②実績あり 

②の場合、確認事項 

 フォローアップ調査を提出している 

※実施要領第４条第１項第５号及び第２３条第２項 
に定める事項（補助事業完了後５年間の状況調査 
（フォローアップ調査、ヒアリング等） 
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【確認事項（□にチェック及び記入してください）】 

 

☐大企業は実質的に経営に参画していない（みなし大企業※ 1に該当しない）ことに相違ない。 

出資者と出資比率を記載してください。（株主名簿の提出で代替することも可） 

 

出資者の名称※2 出資比率 

□ ％ 

□ ％ 

□ ％ 

□ ％ 

□ ％ 

※1 みなし大企業の定義は実施要領第４条第２項第１号ないし第４号参照。 

※2 出資者についても、交付要綱第２条第３項に掲げる「中小企業者等」であり「みなし大企

業」に該当しない場合は、出資者の名称欄の□にチェックを入れてください。 

 

□確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が

１５億円を超えていない。 

※実施要領第４条第２項第５号参照。 

 

 （過去３年分の課税所得額を記載してください。）  
前年 ２年前 ３年前 

課税所得額 円 円 円 

 

※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めること

があります。 

 

 

４．申請案件種別（いずれかに○） 

（外国出願）   （参考：国内出願） 
   ①特許出願      ①特許出願 
   ②実用新案登録出願      ②実用新案登録出願 
   ③意匠登録出願      ③意匠登録出願 
   ④商標登録出願      ④商標登録出願 

 

５．外国特許庁への出願の方法（該当するものに○（複数可）） 

 ①パリ条約等に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ②特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（国内出願を基礎として

行ったＰＣＴ国際出願を同国の国内段階に移行する方法） 

 ③特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（ＰＣＴ国際出願を同国

の国内段階に移行する方法） 

 ④ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ⑤マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 

６．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願等の内容 

日本国出願番号  出願日  

ＰＣＴ国際出願番号 
※ＰＣＴ国際出願の場合のみ 

 出願日  

ハーグ協定に基づく 

国際登録番号 

 
国際登録日 
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マドリッド協定議定書

に基づく国際登録番号 

 
国際登録日 

 

出願人  

登録番号  登録日  

権利者  

発明・商標等の名称  

発明・商標等の内容  

※「５．」で②に○を付した場合には、基礎とした国内出願とＰＣＴ国際出願の両方をそ

れぞれ明記してください。 

※「発明・商標等の名称」及び「発明・商標等の内容」の欄は、実用新案登録出願の場合

には「考案の名称」及び「考案の内容」を、意匠登録出願の場合には「意匠に係る物品」

及び「意匠の内容」を、商標登録出願の場合には「商標登録を受けようとする商標」及

び「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」を指すものとし、それぞれ明記

してください。 

※外国特許庁への出願の基礎となる国内出願が既に登録を受けている場合には、「登録番

号」及び「登録日」も合わせて明記し、「出願人」と「権利者」が異なる場合は、それ

ぞれ明記してください。 

※ＰＣＴ国際出願の場合は、ＰＣＴ国際出願番号も明記してください。 

※日本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願の基礎となる国

内出願とする場合には、「ハーグ協定に基づく国際登録番号」、「国際登録日」を明記

してください。 

※「５．」で④に○を付した場合であって、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約

国として含む場合（外国特許庁への出願の基礎となる先の国内出願がない場合）には、「６．」

の記入は不要です。 

※「５．」で⑤に○を付した場合であって、マドリッド協定議定書に基づく国際登録につ

いて事後指定を行う場合には、「６．」の「マドリッド協定議定書に基づく国際登録番

号」、「国際登録日」を明記してください。 

※基礎となる国内出願が複数ある場合には、それぞれ明記してください。 

 

７．外国特許庁への共同出願の有無 

有  無  

（有の場合）  

共同出願人 権利の持ち分 費用負担割合 

   

   

 

 

８．外国特許庁への出願に関する出願計画の内容 

発明・商標等の名称  

発明・商標等の内容  

出願人  

出願（予定）国   

出願スケジュール  

審査請求スケジュール

（審査請求制度がある

もののみ） 

☐出願と同時（同日）（注１）に行う 

☐移行国の期限内に行う 

☐日本の審査を待ち、審査請求を行う 
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☐その他（                       ） 

基礎となる国内出願又

は権利の内容に変更を

加えて外国出願する場

合、変更の内容と必要

性を記入 

 

※「出願人」の欄は全ての出願人を明記してください。 

※「基礎となる国内出願又は権利の内容に変更を加えて外国出願する場合」とは、以下の

ような場合を想定しています。 

 ・国内出願の内容を補正して外国特許庁へ出願する場合 

 ・商標の外国特許庁への直接出願で日本における国内出願又は権利の字体等を変更して

出願する場合 

 ・種別を変更して外国出願する場合（実用新案権を特許権に変更して出願） 

※「発明・商標等の名称」、「発明・商標等の内容」の欄は、実用新案登録出願の場合に

は「考案の名称」、「考案の内容」を、意匠登録出願の場合には「意匠に係る物品」、

「意匠の内容」を指すものとし、商標登録出願の場合には「商標登録を受けようとする

商標」、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」を指します。 

※「５．」で①又は②に○を付した場合であって、基礎となる国内出願が特許法（昭和３

４年法律第１２１号）第１８４条の３第１項又は実用新案法（昭和３４年法律第１２３

号）第４８条の３第１項の規定に基づき、日本国における出願とみなされるものである

場合は、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定のあるものでなければ

補助金の対象となりません。「出願（予定）国」の欄に、必ず「日本」を含めて記入し

てください。 

※「５．」で③に○を付した場合であって、特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う

方法（ＰＣＴ国際出願を同国の国内段階に移行する方法）の場合には、日本国特許庁に対して

国内段階への移行手続をする予定のあるものでなければこの補助金の対象となりません。「出

願（予定）国」の欄に、必ず「日本」を含めて記入してください。 

※「５．」で④に○を付した場合であって、外国特許庁への出願の基礎となる先の国内出願がな

い場合には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国として含まなければこの補

助金の対象となりません。「出願（予定）国」の欄に、必ず「日本」を含めて記入してくださ

い。 

（注１）同日に審査請求を行う場合は、審査請求に要する費用も助成対象となります。 

 

９．間接補助金交付申請額 

                円 

 

（内訳）                                  （単位：円） 

国名／合計 
外国特許庁へ

の出願手数料 

現地代理人

費用 

国内代理人

費用 
翻訳費用 国別計／合計 

      

      

外国出願経費合計      

助成対象経費      

持ち分に応じた対

象経費 

  

間接補助金申請額   

※国別の外国出願経費の内訳、内訳項目ごとの助成対象経費及び間接補助金申請額を記載。 

 

10．外国特許庁への出願の動機・目的 
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11．出願（予定）国における事業展開計画（出願（予定）国を選んだ理由も含む） 

 

※以下の記載項目の例を参考にとして具体的に記入してください。 

（内容が出願予定国ごとに異なる場合は、国ごとに記入） 

① 市場ニーズ・市場規模 

② 事業面の強み（販売・製造・調達・人材・人脈・設備・品質・コスト等） 

③ 海外展開形態（製品輸出・現地法人での生産・現地企業によるライセンス生産等） 

④ 事業展開計画（推進体制、推進スケジュールを含む） 

⑤ 予想される売上高・利益額 

 

12．出願する技術、創作等を活かした製品等の概要 

 

 

13．出願の新規性、進歩性、創作性等（先行・類似調査の状況を含む。） 

 

 

14．過去における出願実績及び権利取得状況（国内及び外国） 

 

 

15．外国特許庁への出願を依頼する国内弁理士等（選任代理人） 

  ※選任代理人に依頼しない場合にはその旨及び選任代理人に依頼する場合と同等の書類 

（間接補助金交付の必要書類）を自らの責任で補助事業者あてに提出できる旨を記入。 

 

 

 

（選任代理人による本事業への協力に関する承諾状況は別紙のとおり） 

  

16. 確認事項（□にチェック） 

☐（申請案件が特許である場合）特許出願の明細書等に、経済安全保障推進法に定める「特

定技術分野」（同法６６条１項本文、同法施行令１２条１項）に属する発明が記載され

ていないこと、当該特許出願が、特許庁による「一次審査」又は内閣府による「保全審

査」の結果保全指定されなかったこと若しくは保全指定解除された出願であること、又

は「外国出願事前確認の申出」により特定技術分野に属さない発明であることを確認し
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た。（※） 

（※）経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度は、令和６年５月１日以降になさ

れる特許出願から適用されます。本チェックボックスは、日本でした発明について、基

礎となる出願を同日以降に行うものについてご記載ください（この点の確認がなされて

いない出願についての助成申請は受理できません）。 

☐当補助金の事業において、外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きなどす

べての作業は採択（交付）決定後に行い、事前着手を行わないことを確認した。 

☐実施要領第４条第１項第５号及び第２３条第２項に定める事項（補助事業完了後５年間

の状況調査（フォローアップ調査、ヒアリング等））について確認した。 

☐実施要領第４条第１項第６号に定める事項（審査請求が必要なものについては、必ず審

査請求を行うこと、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること）について

確認した。 

☐実施要領第１３条第１項に定める事項（様式第３による計画変更手続きを行わずに実施

した、本補助金に申請・採択された内容と異なる出願（出願の変更）は認められない点）

について確認した。 

☐実施要領第２２条第２項に定める事項（間接公益財団法人福島県産業振興センター、所

在地、交付の決定を受けた出願種別、法人番号、採択日、交付決定日、交付決定金額、

確定金額の公表）について確認した。 

 （※上記以外の事業計画等の申請内容については公表されることはありません。） 

☐実施要領第２３条第１項に定める事項（放棄又は取下げ等を行わないこと）を確認した。 

☐事業完了後、やむを得ない事情により、採択案件を万が一、放棄又は取下げを行わなけ

ればならなくなった場合には、必ず事前に補助事業者へ連絡し、承認を受けることを了

承する。 

☐添付書類の「登記簿謄本等の写し」、「住民票の写し」は申請時点における最新情報で

あることを確認した。 

☐本申請書において、交付を申請する外国出願（共同出願の場合は、自身の持ち分について）は、

本支援以外の国費又は国費を財源とする資金による支援に対して申請中でなく、採択もされて

いない。 

 

17．申請者の担当及び連絡先 

担当者（職名及び氏名）  

電話番号  メールアドレス  

 

 

 



7 
 

 

様式第１－１の別紙 （選任代理人に依頼しない場合は不要） 

                                                                    年    月    日 

  法人等にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛て 

（申請者）                                 選任代理人 住所 〒  

                                                       名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び選任代理人の氏名   

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）への 

協力承諾書 

 

 令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金交付申請にあ

たり、同補助金の交付にかかる諸手続について、下記事項に協力することを承諾いたします。 

 

記 

協力事項 

１．外国出願完了後の補助事業者宛ての実績報告における下記書類の提出 

（１）外国特許庁からの出願受理に関する応答書類 

  ①外国特許庁からの出願受理通知書等（出願日・出願番号記載のもの） 
 

  

※ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願（ハーグ出願）の場合 

＜国際事務局（WIPO）に直接提出した場合＞ 

①「ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT THROUGH E-FILING」等 

②国際事務局（WIPO）発行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE） 

＜日本国特許庁を通じて提出した場合＞ 

①意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく共通規則第１３規則

（１）に基づく日本国特許庁発行の通知 

（ハーグ出願の願書【DM/1】及び付随書類を含む） 

②国際事務局（WIPO）発行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE） 

 

※マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願（マドプロ出願）の場合 

①日本国特許庁長官発行の商標法第６８条の３第３項に基づく通知 

 （マドプロ出願の願書【MM2】及び付随書類を含む） 

 ※電子出願の場合、商標法第６８条の３第３項に基づく通知が発行されません。 

「出願の控え」、「国際登録出願が提出された自動通知メール」、「国際登録出願が WIPO 国

際事務局へ提出された旨の自動通知メール」を提出。 

 なお、事後指定の場合は、マドプロ出願の願書【MM4】のみで可 

②国際事務局（WIPO）発行の「国際登録証明書」（CERTIFICATE OF REGISTRATION） 

 
 
（２）外国特許庁への出願に関する経費の支出根拠及び支払実績となる書類 

①現地代理人からの請求書（銀行口座名・口座番号及び助成対象経費内訳記載のもの） 

②現地代理人への送金金融機関発行の送金計算書・送金実行通知書 

③送金時の為替レートが客観的にわかる金融機関の為替レート表 

 ※現地通貨で立替えた経費で、現地代理人が送金を希望する他の通貨に換算して請求し

ている場合は、根拠となる参考レート 

④外国特許庁への出願手数料（オフィシャルフィー）のエビデンス（領収書、料金表 

等） 

⑤その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 
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⑥「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（２）（イ）経費の内訳」における

経費区分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 

※発行する請求書には、国内代理人費用、現地代理人費用（外国特許庁費用（オフィ 

シャルフィー等）・現地代理人手数料等（サービスフィー等）別に記載）、翻訳費 

用（「1WORD の単価×WORD の数」等の内訳を明示）を分けて記載すること。また、 

現地代理人への支払いの際に使用した為替レート（１＄＝○円等）も記載すること。 

※交付決定を受けた申請者の選任代理人が、同申請者の代表者に対して、選任代理人 

が仲介した現地代理人からの請求内容を確認し、様式第６の別紙（証明書）を提出 

する場合は、上記の③・④の提出は不要とする。 

※ハーグ出願の場合 

①国際事務局（WIPO）への送金に係る金融機関の送金計算書・送金実行通知書等 

②国際事務局（WIPO）発行の国際手数料の領収書（QUITTANCE/RECEIPT） 

③その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 

④「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（２）（イ）経費の内訳」におけ

る経費区分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 

 ※発行する請求書には、国内代理人費用、外国特許庁費用、翻訳費用（「1WORD の単

価×WORD の数」等の内訳を明示）を分けて記載すること。また、国際事務局（WIPO）

への送金の際の為替レート（１CHF＝○円等）も記載すること。 

※マドプロ出願の場合 

①国際事務局（WIPO）への送金に係る金融機関の送金計算書・送金実行通知書等 

②国際事務局（WIPO）発行の国際手数料の領収書（QUITTANCE/RECEIPT） 

③その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 

④「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（２）（イ）経費の内訳」におけ

る経費区分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 

※発行する請求書には、国内代理人費用、外国特許庁費用、翻訳費用（「1WORDの単価× 

WORDの数」等の内訳を明示）を分けて記載すること。また、国際事務局（WIPO）への送

金の際の為替レート（１CHF＝○円等）も記載すること。 

※出願国において、日本の中小企業も利用できる出願料等の減免制度がある場合は、積極 

的に活用すること。 

 

２．上記提出書類における日本語以外の言語の日本語訳の提出 

外国特許庁及び国際事務局（WIPO）が発行する出願受理通知や領収書等の書類について

は、最低限、外国出願が受理された日、外国特許庁等が付与した出願番号及び補助対象と

なる外国特許庁への支払費用の日本語訳を付し、また、現地代理人が発行する請求書につ

いても、補助対象経費となる支払費用が分かるよう日本語訳を付して提出すること。 

 

３．申請者・補助事業者からの上記提出書類に関する修正や問合せ等への対応 

 

４．その他、補助事業者が公募時等において予め提示している事項 

 

補助事業者宛ての実績報告の提出が円滑に実施され、申請者に同補助金の交付に関する不利

益が生じないよう上記の協力をすることを同意します。 

 

確認事項（□にチェック） 

☐当補助金の事業において、外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きなどすべ

ての作業は採択（交付）決定後に行い、事前着手を行わないことを確認した。 

☐実施要領第４条第１項第１号、第２号及び第１３条第１項に定める事項（本補助金に申請・

採択された内容と異なる出願（出願の変更）は認められない点、計画変更が必要な点）に

ついて確認した。 

☐実施要領第２３条第１項に定める事項（放棄又は取下げ等を行わないこと）を確認した。 

☐出願費用の他に、出願後の中間応答費用等が発生する可能性がある旨を申請者に対し明確

に説明した。



9 
 

 

様式第１－１の添付書類 

 

 

  

  

   

添    付    書    類    一    覧 

法
人 

１．登記簿謄本等の写し 

２．会社の事業概要（注１） 

３．役員等名簿（注２） 

４．直近２期分の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等 

５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

  （PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日 

本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願 

の基礎となる国内出願とする場合には、当該国際登録に係る国際事務局発 

行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE）） 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行技術調査等の結果（注４）  

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて

いる契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

個
人
事
業
者 

１．住民票（マイナンバーの記載がないもの）の写し 

２．事業者の概要（注１） 

３．役員等名簿（注２） 

４．直近２年分の確定申告書の控え等 

５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

  （PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日 

本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願 

の基礎となる国内出願とする場合には、当該国際登録に係る国際事務局発 

行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE）） 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行技術調査等の結果（注４）  

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて

いる契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

事
業
協
同
組
合
等 

１．定款  

２．役員等名簿（注２） 

３．組合員名簿 

４．直近２年間の決算関係書類の写し（認可庁等に報告しているもの） 

５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

  （PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日 

本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願 

の基礎となる国内出願とする場合には、当該国際登録に係る国際事務局発 

行の「国際登録証明書」（INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE）） 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行技術調査等の結果（注４） 

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて

いる契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 
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（注１）法人における「会社の事業概要」及び個人事業者における「事業者の概要」につ

いては、それぞれ事業概要が明記されているパンフレットによる代用が可能。 

（注２）「役員等名簿」については、別添を参考に、法人である場合は役員、個人事業者で

ある場合はその者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与してい

る者について記載する。 

（注３）「見積書等（写しも可）」については、現地代理人費用の支出予定先の明記が必

要（翻訳費用等についても、国内代理人が他者に依頼する場合は、支出予定先を明記）。 

   また、交付申請書の「９．間接補助金交付申請額（内訳）」における経費区分ごと及び出願

国ごとの計算過程及び助成対象経費か否か分かるように記載すること。 

（注４）「先行技術調査等の結果」については、調査結果のみならず、調査種類、調査対象範

囲、調査実施者等も記載する。なお、Ｊ-ＰｌａｔＰａｔ（特許情報プラットフォーム）

による検索結果の写し、ＰＣＴ国際出願に関する国際調査報告書の写し、国内出願がすで

に登録査定となっている場合は特許査定通知等の写し（商標登録出願の場合は除く）によ

る代用が可能。 

 

商
工
会
・
商
工
会
議
所 

１．登記簿謄本等の写し 

２．役員等名簿（注２） 

３．直近２年間の決算関係書類の写し 

４．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

５．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

６．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

７．先行技術調査等の結果（注４） 

８．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて

いる契約書等の写し 

９．その他補助事業者が定める事項 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

１．登記簿謄本等の写し 

２．役員等名簿（注２） 

３．直近２期分の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等 

４．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

５．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

６．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

７．先行技術調査等の結果（注４） 

８．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて

いる契約書等の写し 

９．その他補助事業者が定める事項 
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様式第１－１の別添 

 

役員等名簿（記載例） 

氏名カナ 氏名漢字 
生年月日 

性別 会社名 役職名 
和暦 年 月 日 

ｸﾝﾚﾝ ｼﾞｯｼ 訓練 実施 S 30 03 04 M 株式会社訓練 代表取締役 

ﾄｳﾎｸ ｲﾁﾛｳ 東北 一郎 S 40 01 01 M 株式会社訓練 取締役 

ｶﾝｻｲ ｼﾞﾛｳ 関西 次郎 S 45 12 24 M 株式会社訓練 取締役 

ﾄｯｷｮ ﾊﾅｺ 特許 花子 S 55 04 18 F 株式会社訓練 監査役 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

（注） 

 役員等名簿については、氏名カナ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓

と名の間も全角で１マス空け）、生年月日（半角で大正は T、昭和は S、平成は H、数字は２桁半角）、

性別（半角で男性は M、女性は F）、会社名及び役職名を記載する。（上記記載例参照）。 

 また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ

読みを記載すること。なお、役員等には監査役を含む。 
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様式第１－２ （抜け駆け対策商標申請用）  

                                                                    年    月    日 

  公益財団法人福島県産業振興センター 

代表者の氏名 宛て 

                                            申請者    住所 〒  

                                                      名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び代表者の氏名      

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金 

交付申請書 

 

 中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要領（２０２４０３１９特第２

号。以下「実施要領」という。）第６条第１項の規定に基づき、上記間接補助金の交付について下

記のとおり申請します。 

なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、中小企業等海外

展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）交付要綱（２０２４０３１８特第８号）及び実施要領

の定めるところに従うことを承知の上申請します。 

 

記 

 

１．申請者種別（いずれかに○）   ２．過去における本補助金の支援実績(いずれかに〇)

  

 

 

 

 

 

 

 

３．申請者の概要 

資本金 従業員数 法人番号 業種 

円     人   

※個人事業主の場合、法人番号欄の記入は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①実績なし 

 ②実績あり 

②の場合、確認事項 

 フォローアップ調査を提出している 

 ①法人 

 ②個人事業者 

 ③事業協同組合等 

 ④商工会、商工会議所 

 ⑤ ＮＰＯ法人 ※実施要領第４条第１  
に定める事項（補助  
（フォローアップ調  
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【確認事項（□にチェック及び記入してください）】 

 

☐大企業は実質的に経営に参画していない（みなし大企業※ 1に該当しない）ことに相違ない。 

出資者と出資比率を記載してください。（株主名簿の提出で代替することも可） 

 

出資者の名称※2 出資比率 

□ ％ 

□ ％ 

□ ％ 

□ ％ 

□ ％ 

※1 みなし大企業の定義は実施要領第４条第２項第１号ないし第４号参照。 

※2 出資者についても、交付要綱第２条第３項に掲げる「中小企業者等」であり「みなし大企

業」に該当しない場合は、出資者の名称欄の□にチェックを入れてください。 

 

□確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額

が１５億円を超えていない。 

※実施要領第４条第２項第５号参照。 

 

 （過去３年分の課税所得額を記載してください。）  

前年 ２年前 ３年前 

課税所得額 円 円 円 

 

※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めるこ

とがあります。 

 

４．申請案件種別 

  抜け駆け対策商標 

 

５．外国特許庁への出願の方法（該当するものに○（複数可）） 

 ①パリ条約等に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ②マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 

６．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の内容 

出願番号  出願日  

出願人  

登録番号  登録日  

権利者  

商標登録を受けよ

うとする商標 

 

商品及び役務の区

分並びに指定商品

又は指定役務 

 

※外国特許庁への出願の基礎となる国内出願が既に登録を受けている場合には、「登録番

号」及び「登録日」も合わせて明記し、「出願人」と「権利者」が異なる場合は、それ

ぞれ明記してください。 
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※基礎となる国内出願が複数ある場合には、それぞれ明記してください。 

 

７．外国特許庁への共同出願の有無 

有  無  

（有の場合）  

共同出願人 権利の持ち分 費用負担割合 

   

   

 

８．外国特許庁への出願に関する出願計画の内容 

商標登録を受けようと

する商標 

 

商品及び役務の区分並

びに指定商品又は指定

役務 

 

出願人  

出願（予定）国   

出願スケジュール  

基礎となる国内出願又

は権利の内容に変更を

加える場合、変更の内

容と必要性を記入 

 

※「出願人」の欄は、全ての出願人を明記してください。 

※外国特許庁への直接出願で、日本における国内出願又は権利の字体等を変更して出願す 

るなど国内出願又は権利の内容に変更を加える場合には、変更の内容と必要性を明記し 

てください。 
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９．間接補助金交付申請額 

                円 

（内訳）                                  （単位：円） 

国名／合計 
外国特許庁へ

の出願手数料 

現地代理人

費用 

国内代理人

費用 
翻訳費用 国別計／合計 

      

      

外国出願経費合計      

助成対象経費      

持ち分に応じた対

象経費 

  

間接補助金申請額   

※国別の外国出願経費の内訳、内訳項目ごとの助成対象経費及び間接補助金申請額を記載。 

 

10．外国特許庁への出願の動機・目的（○を付すとともに説明を記載） 

 ① 外国における抜け駆け商標出願を防止するため 

（説明） 

 

 

11．出願（予定）国を選んだ理由 

 

 

12．出願する商標を使用する製品等の概要 

 

 

13．出願（予定）国における先行・類似調査の状況 

 

 

14．過去における商標登録出願の実績及び権利取得状況（国内及び外国） 

 

 

15．外国特許庁への出願を依頼する国内弁理士等（選任代理人） 

  ※選任代理人に依頼しない場合にはその旨及び選任代理人に依頼する場合と同等の書類 

（間接補助金交付の必要書類）を自らの責任で補助事業者あてに提出できる旨を記入。 

 

  

（選任代理人による本事業への協力に関する承諾状況は別紙のとおり） 
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16. 確認事項（□にチェック） 

☐当補助金の事業において、外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きなどす

べての作業は採択（交付）決定後に行い、事前着手を行わないことを確認した。 

☐実施要領第４条第１項第５号及び第２３条第２項に定める事項（補助事業完了後５年間

の状況調査（フォローアップ調査、ヒアリング等））について確認した。 

☐実施要領第４条第１項第６号に定める事項（審査請求が必要なものについては、必ず審

査請求を行うこと、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること）について

確認した。 

☐実施要領第１３条第１項に定める事項（様式第３による計画変更手続きを行わずに実施

した、本補助金に申請・採択された内容と異なる出願（出願の変更）は認められない点）

について確認した。 

☐実施要領第２２条第２項に定める事項（間接公益財団法人福島県産業振興センター、所

在地、交付の決定を受けた出願種別、法人番号、採択日、交付決定日、交付決定金額、

確定金額の公表）について確認した。 

 （※上記以外の事業計画等の申請内容については公表されることはありません。） 

☐実施要領第２３条第１項に定める事項（放棄又は取下げ等を行わないこと）を確認した。 

☐事業完了後、やむを得ない事情により、採択案件を万が一、放棄又は取下げを行わなけ

ればならなくなった場合には、必ず事前に補助事業者へ連絡し、承認を受けることを了

承する。 

☐添付書類の「登記簿謄本等の写し」、「住民票の写し」は申請時点における最新情報で

あることを確認した。 

☐本申請書において、交付を申請する外国出願（共同出願の場合は、自身の持ち分について）は、

本支援以外の国費又は国費を財源とする資金による支援に対して申請中でなく、採択もされて

いない。 

 

17．申請者の担当及び連絡先 

担当者（職名及び氏名）  

電話番号  メールアドレス  
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様式第１－２の別紙 （選任代理人に依頼しない場合は不要） 

                                                                    年    月    日 

  法人等にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛て 

（申請者）                                 選任代理人 住所 〒  

                                                       名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び選任代理人の氏名   

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）への 

協力承諾書 

 

 令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金交付申請にあ

たり、同補助金の交付にかかる諸手続について、下記事項に協力することを承諾いたします。 

 

記 

協力事項 

１．外国出願完了後の補助事業者宛ての実績報告における下記書類の提出 

（１）外国特許庁からの出願受理に関する応答書類 

  ①外国特許庁からの出願受理通知書等（出願日・出願番号記載のもの） 
 

 ※マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願（マドプロ出願）の場合 

①日本国特許庁長官発行の商標法第６８条の３第３項に基づく通知 

 （マドプロ出願の願書【MM2】及び付随書類を含む） 

※電子出願の場合、商標法第６８条の３第３項に基づく通知が発行されません。 

「出願の控え」、「国際登録出願が提出された自動通知メール」、「国際登録出願が WIPO 国 

際事務局へ提出された旨の自動通知メール」を提出。 

 なお、事後指定の場合は、マドプロ出願の願書【MM4】のみで可 

②国際事務局（WIPO）発行の「国際登録証明書」（CERTIFICATE OF REGISTRATION） 
 
（２）外国特許庁への出願に関する経費の支出根拠及び支払実績となる書類 

①現地代理人からの請求書（銀行口座名・口座番号及び助成対象経費内訳記載のもの） 

②現地代理人への送金金融機関発行の送金計算書・送金実行通知書 

③送金時の為替レートが客観的にわかる金融機関の為替レート表 

 ※現地通貨で立替えた経費で、現地代理人が送金を希望するから他の通貨に換算して請

求している場合は、根拠となる参考レート 

④外国特許庁への出願手数料（オフィシャルフィー）のエビデンス（領収書、料金表 

等） 

⑤その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 

⑥「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（イ）経費の内訳」における経費区

分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 

※発行する請求書には、国内代理人費用、現地代理人費用（外国特許庁費用（オフィ 

シャルフィー等）・現地代理人手数料等（サービスフィー等）別に記載）、翻訳費 

用（「1WORD の単価×WORD の数」等の内訳を明示）を分けて記載すること。また、 

現地代理人への支払いの際に使用した為替レート（１＄＝○円等）も記載すること。 

※交付決定を受けた申請者の選任代理人が、同申請者の代表者に対して、選任代理人 

が仲介した現地代理人からの請求内容を確認し、様式第６の別紙（証明書）を提出す

る場合は、上記の③・④の提出は不要とする。 

 
 
  ※マドプロ出願の場合 

①国際事務局（WIPO）への送金に係る金融機関の送金計算書・送金実行通知書等 
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②国際事務局（WIPO）発行の国際手数料の領収書（QUITTANCE/RECEIPT） 

③その他、外国特許庁への出願に関する経費のエビデンス（請求書、領収書等） 

④「実績報告書」の「２．間接補助事業の収支決算（イ）経費の内訳」における経費

区分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書 

※発行する請求書には、国内代理人費用、外国特許庁費用、翻訳費用（「1WORD の単

価×WORD の数」等の内訳を明示）を分けて記載すること。また、国際事務局（WIPO）

への送金の際の為替レート（１CHF＝○円等）も記載すること。 

※出願国において、日本の中小企業も利用できる出願料等の減免制度がある場合は、

積極的に活用すること。 

 

２．上記提出書類における日本語以外の言語の日本語訳の提出 

外国特許庁及び国際事務局（WIPO）が発行する出願受理通知や領収書等の書類について

は、最低限、外国出願が受理された日、外国特許庁等が付与した出願番号及び補助対象と

なる外国特許庁への支払費用の日本語訳を付し、また、現地代理人が発行する請求書につ

いても、補助対象経費となる支払費用が分かるよう日本語訳を付して提出すること。 

 

３．申請者・補助事業者からの上記提出書類に関する修正や問合せ等への対応 

 

４．その他、補助事業者が公募時等において予め提示している事項 

 

補助事業者宛ての実績報告の提出が円滑に実施され、申請者に同補助金の交付に関する不利

益が生じないよう上記の協力をすることを同意します。 

 

確認事項（□にチェック） 

☐当補助金の事業において、外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きなどすべ

ての作業は採択（交付）決定後に行い、事前着手を行わないことを確認した。 

☐実施要領第４条第１項第１号、第２号及び第１３条第１項に定める事項（本補助金に申請・

採択された内容と異なる出願（出願の変更）は認められない点、計画変更が必要な点）に

ついて確認した。 

☐実施要領第２３条第１項に定める事項（放棄又は取下げ等を行わないこと）を確認した。 

☐出願費用の他に、出願後の中間応答費用等が発生する可能性がある旨を申請者に対し明確

に説明した。 
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様式第１－２の添付書類 

 

 

  

  

   

添    付    書    類    一    覧 

法
人 

１．登記簿謄本等の写し 

２．会社の事業概要（注１） 

３．役員等名簿（注２） 

４．直近２期分の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等 

５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行・類似調査の結果（注４） 

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて

いる契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

個
人
事
業
者 

１．住民票（マイナンバーの記載がないもの）の写し 

２．事業者の概要（注１） 

３．役員等名簿（注２） 

４．直近２年分の確定申告書の控え等 

５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行・類似調査等の結果（注４） 

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて 

いる契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

事
業
協
同
組
合
等 

１．定款 

２．役員等名簿（注２） 

３．組合員名簿 

４．直近２年間の決算関係書類の写し（認可庁等に報告しているもの） 

５．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

６．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

７．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

８．先行・類似調査等の結果（注４） 

９．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて

いる契約書等の写し 

10．その他補助事業者が定める事項 

商
工
会
・
商
工
会
議
所 

１．登記簿謄本等の写し 

２．役員等名簿（注２） 

３．直近２年間の決算関係書類の写し 

４．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

５．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

６．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

７．先行技術調査等の結果（注４） 

８．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて

いる契約書等の写し 

９．その他補助事業者が定める事項 
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

１．登記簿謄本等の写し 

２．役員等名簿（注２） 

３．直近２期分の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等 

４．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類 

５．外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等（写しも可）（注３） 

６．外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等） 

７．先行技術調査等の結果（注４） 

８．外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されて

いる契約書等の写し 

９．その他補助事業者が定める事項 

（注１）法人における「会社の事業概要」及び個人事業者における「事業者の概要」につ

いては、それぞれ事業概要が明記されているパンフレットによる代用が可能。 

（注２）「役員等名簿」については、別添を参考に、法人である場合は役員、個人事業者で

ある場合はその者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与してい

る者について記載する。 

（注３）「見積書等（写しも可）」については、現地代理人費用の支出予定先の明記が必

要（翻訳費用等についても、国内代理人が他者に依頼する場合は、支出予定先を明

記）。また、交付申請書の「９．間接補助金交付申請額（内訳）」における経費区分ごと

及び出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否か分かるように記載すること。 

（注４）「先行・類似調査等の結果」については、調査結果のみならず、調査種類、調査対象

範囲、調査実施者等も記載する。なお、Ｊ-ＰｌａｔＰａｔ（特許情報プラットフォーム）

による検索結果の写しによる代用が可能。 
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様式第１－２の別添 

 

役員等名簿（記載例） 

氏名カナ 氏名漢字 
生年月日 

性別 会社名 役職名 
和暦 年 月 日 

ｸﾝﾚﾝ ｼﾞｯｼ 訓練 実施 S 30 03 04 M 株式会社訓練 代表取締役 

ﾄｳﾎｸ ｲﾁﾛｳ 東北 一郎 S 40 01 01 M 株式会社訓練 取締役 

ｶﾝｻｲ ｼﾞﾛｳ 関西 次郎 S 45 12 24 M 株式会社訓練 取締役 

ﾄｯｷｮ ﾊﾅｺ 特許 花子 S 55 04 18 F 株式会社訓練 監査役 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

（注） 

 役員等名簿については、氏名カナ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓

と名の間も全角で１マス空け）、生年月日（半角で大正は T、昭和は S、平成は H、数字は２桁半角）、

性別（半角で男性は M、女性は F）、会社名及び役職名を記載する。（上記記載例参照）。 

 また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ

読みを記載すること。なお、役員等には監査役を含む。 
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様式第２ 

年 月 日   

 

 法人等にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛て 

 

公益財団法人福島県産業振興センター           

代表者の氏名 

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金交付

決定通知書 

 

 令和  年  月  日付けをもって申請のありました令和 年度中小企業等海外展開支援事業

費補助金（海外出願支援事業）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）第６条第１項の規定に基づき下記のとおり交付

することに決定しましたので、適正化法第８条の規定に基づき通知します。 

 

 

記 

 

１．間接補助金の交付の対象となる事業の内容は、令和  年 月 日付けで申請のありました令和 

年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金交付申請書（以下「交

付申請書」という。）記載のとおりとします。 

 

２．外国特許庁への出願の基礎となる国内出願番号： 

 

３．外国出願経費、助成対象経費及び間接補助金の額は、次のとおりとします。 

  外 国 出 願 経 費              円 

  助 成 対 象 経 費              円 

  間 接 補 助 金 の 額              円 

  ただし、間接補助事業の内容が変更された場合における外国出願経費、助成対象経費及び間接補

助金の額については、別に通知するところによるものとします。 

 

４．間接補助金の額の確定は、助成対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と交付決定金額との

いずれか低い額とします。  

  ただし、間接補助金の額は、中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要

領（２０２４０３１９特第２号。以下「実施要領」という。）第５条に定める上限額の範囲内とな

ります。 

 

５．間接補助事業者は、適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３

０年政令第２５５号）、中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）交付要綱（２

０２４０３１８特第８号）及び実施要領の定めるところに従わなければなりません。 

 なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意してく

ださい。 

（１）適正化法第１７条第１項若しくは第２項の規定による交付決定の取消し、第１８条第１項の

規定による補助金等の返還又は第１９条第１項の規定による加算金の納付 

（２）適正化法第２９条から第３２条（地方公共団体の場合は第３１条）までの規定による罰則 

（３）相当の期間間接補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。 

（４）間接補助事業者等の名称及び不正の内容の公表 

 

６．間接補助金に係る消費税及び地方消費税相当額については、実施要領の定めるところにより、消
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費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除

税額を減額することとなります。 

 

７．海外付加価値税（ＶＡＴ）等の返還可能性のある費用については、将来当該費用が返還さ

れた場合には、当該費用の返還額の２分の１を補助事業者に返還しなければなりません。 

 

８．間接補助事業者から補助事業者への必要書類の提出については、外国特許庁への出願業務

を国内弁理士等に依頼する場合においては、交付申請書別紙の協力承諾書記載の協力事項に

つき国内弁理士等の協力を得なければならず、また、自ら現地代理人に直接依頼する場合等

においては、交付申請書別紙様式の協力承諾書記載の協力事項を自ら行わなければなりませ

ん。 

 

９．国及び補助事業者等が行う補助事業完了後の状況調査に対し協力しなければなりません。 

 

１０．実施要領第１０条から第１８条、第２０条、第２１条、第２３条及び第２４条に掲げる

条件を遵守しなければなりません。 

 

１１．間接補助事業者は、間接公益財団法人福島県産業振興センター、所在地、交付の決定を受けた

出願種別、法人番号、採択日、交付決定日、交付決定金額及び確定金額について公表されることを

ご了承ください。 

 

責任者：（組織名） （役職） ○○   

担当者：○○、○○        

電話：○○-○○○○-○○○○（内線○○○○） 
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様式第３ 

                                                                    年    月    日 

  公益財団法人福島県産業振興センター 

代表者の氏名 宛て 

                                    間接補助事業者    住所 〒  

                                                      名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び代表者の氏名      

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金 

計画変更（等）承認申請書 

 

 中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要領第１３条第１項の規定に基

づき、計画変更（等）について下記のとおり申請します。 

 

記 

１．変更の内容 

 

２．変更を必要とする理由 

 

３．変更が間接補助事業に及ぼす影響 

 

４．変更後の間接補助金交付申請額 

               円 

（内訳）                                  （単位：円） 

国名／合計 
外国特許庁へ

の出願手数料 

現地代理人

費用 

国内代理人

費用 
翻訳費用 国別計／合計 

 変更前      

変更後      

 変更前      

変更後      

外国出願経費

合計 

変更前      

変更後      

助成対象経費 変更前      

変更後      

持ち分に応じ

た対象経費 

変更前   

変更後   

間接補助金額 変更前   

変更後   

※国別の外国出願経費の内訳、内訳項目ごとの助成対象経費及び間接補助金額を記載。 

 

（注）間接補助金交付申請額を変更する場合は、対応する「外国特許庁への出願に要する経費が確

認できる見積書等の写し」と「外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・

借入金等）」を添付すること。 

（注）中止又は廃止にあっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。 
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様式第４ 

                                                                    年    月    日 

  公益財団法人福島県産業振興センター 

代表者の氏名 宛て 

                                    間接補助事業者    住所 〒   

                                                      名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び代表者の氏名      

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金 

事故報告書 

 

 中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要領第１５条の規定に基づき、

間接補助事業の事故について下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．事故の原因及び内容 

 

２．事故に係る金額                                   円 

 

３．事故に対して採った措置 

 

４．間接補助事業の遂行及び完了の予定 
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様式第５ 

                                                                    年    月    日 

  公益財団法人福島県産業振興センター 

代表者の氏名 宛て 

                                    間接補助事業者    住所 〒   

                                                      名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び代表者の氏名      

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金 

状況報告書 

 

 中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要領第１６条の規定に基づき、

下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．間接補助事業の遂行状況 

 

２．助成対象経費の区分別収支概要 
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様式第６ 

                                                                    年    月    日 

  公益財団法人福島県産業振興センター 

代表者の氏名 宛て 

                                    間接補助事業者    住所 〒   

                                                      名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び代表者の氏名      

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金 

実績報告書 

 
中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要領第１７条第１項の規定に基

づき、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１．実施した間接補助事業 

（１）外国特許庁への出願の種別（いずれかに○） 

（外国出願）  （参考：国内基礎出願） 
   ①特許出願     ①特許出願 
   ②実用新案登録出願     ②実用新案登録出願 
   ③意匠登録出願     ③意匠登録出願 
   ④商標登録出願     ④商標登録出願 

 
（２）外国特許庁への出願の方法（該当するものに○（複数可）） 

 ①パリ条約等に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ②特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（国内出願を基礎として

行ったＰＣＴ国際出願を同国の国内段階に移行する方法） 

 ③特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（ＰＣＴ国際出願を同国

の国内段階に移行する方法） 

 ④ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 ⑤マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 

 
（３）外国特許庁への出願内容等 
 

２．間接補助事業の収支決算 

  外国特許庁への出願内容（概要） 

 

外国特許庁への出願の基礎
となる国内出願の番号 

 

外国特許庁への出願国名 外国特許庁への出願番号 外国特許庁への出願日 

    

   

   

共同出願における持分割合及び費用負担割合 ※共同出願の場合のみ記入 

持分割合  費用負担割合  
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（１）収    入                                                        （単位：円） 
 

   項        目                  金                          額 

  自 己 資 金  

 間接補助金充当額  

  合       計  
 

（２）支    出 
（イ）経費の内訳                                   （単位：円） 

国名／合計 

外国特許庁

への出願手

数料 

現地代理人

費用 

国内代理人

費用 翻訳費用 
国別計／

合計 

 

 
実績額 

     

 

 
実績額 

     

外国出願経費

合計 
実績額 

     

助成対象経費 実績額 
 

 

    

持ち分に応じ

た対象経費 
実績額 

  

間接補助金 

充当額 

交付決定額   

実績額   

※国別の外国出願経費の内訳、内訳項目ごとの助成対象経費及び間接補助金充当額を記載。 

※経費区分ごと出願国ごとの計算過程及び助成対象経費か否かわかる内訳書を添付する

こと。 

 
（ロ）支出相手方及び支出年月日 

 支出相手方（弁理士等名） 支出年月日 

国内   

現地   

※「現地」には、国内代理人からの支出相手方及び支出年月日を記載してください。 
 
３．補助金の振込先金融機関名等 

金融機関名            支店名      本・支店 

☐当座 

☐普通 
口座番号    

フ リ ガ ナ  

預金名義  

 

４．第２３条第２項の規定によるフォローアップ調査の送付先 

担当者（職名及び氏名）  

送付先 （〒      ） 

 

電話番号  メールアドレス        ＠ 

  ※送付先に変更が生じた場合は補助事業者へご連絡ください。 

 
 

５．外国における事業展開等に関する今後の予定 
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（注１）外国特許庁からの出願受理に関する応答書類と、外国特許庁への出願に関する経費の

支出根拠及び支払実績となる書類（選任代理人に依頼した場合は、選任代理人への支払に

関する銀行振込受領書等が必須）を添付すること。    

（注２）共同出願の場合は、持分割合及び費用負担割合が記載されている契約書等の写しを添

付すること（申請時に提出したものと変更等無ければ再提出は不要）。 
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様式第６の別紙 

                                                                    年    月    日 

  法人等にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛て 

（申請者）                                 選任代理人 住所 〒   

                                                       名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び選任代理人の氏名   

 

証明書 

 

 令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）の交付決定を受けた案件

（「○○○（基礎出願又は外国出願の発明の名称、標章等案件を特定するものを記載）」）に関し、

貴社（個人事業主の場合は貴殿）に対する請求の立替金（現地代理人からの請求部分）について、

下記の１．及び２．を確認し証明します。 

 なお、貴社から支払いを受けた後に、下記１．及び２．に瑕疵があることが発覚した場合は、速や

かに不適切な請求部分を貴社に返還いたします。 

 

記 

 

 

１．外国特許庁への出願費用（外国特許庁費（オフィシャルフィー等）） 

現地代理人からの当該部分に係る請求が、出願国における特許等知的財産権を所管する

行政機関が公表している料金と整合していること。 

※料金減免制度等を利用した場合は、軽減後の料金。 

 

２．現地代理人に対する支払いの際に使用する為替レート 

請求書に記載した為替レートが、送金金融機関が設定する送金日の為替レートと合致し 

ていること。なお、現地代理人から、実際に支払った現地通貨ではなく、他通貨に換算し 

て請求されている場合は、現地代理人の請求日の相場等の換算レートと比較し、著しく乖 

離がないことを確認していること。 
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様式第７ 

                                                                    年    月    日 

  公益財団法人福島県産業振興センター 

代表者の氏名 宛て 

                                    間接補助事業者    住所 〒   

                                                      名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び代表者の氏名      

 

令和 年度中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）間接補助金 

精算（概算）払請求書 

 

 中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要領第１９条第２項の規定に基

づき、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

１．精算（概算）払請求金額（算用数字を使用すること。） 

                円 

 

２．請求金額の算出内訳（概算払の請求をするときに限る。） 

 

３．概算払を必要とする理由（概算払の請求をするときに限る。） 

 

４．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義 

金融機関名            支店名      本・支店 

☐当座 

☐普通 
口座番号    

フリガナ     

預金名義  

 

 

（注）概算払の請求をするときには、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。 
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様式第８ 

                                                                    年    月    日 

  公益財団法人福島県産業振興センター 

代表者の氏名 宛て 

                                    間接補助事業者    住所 〒   

                                                      名称 自然人にあっては氏名 

                                                              及び代表者の氏名      

 

               令和 年度消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 

 

 中小企業等海外展開支援事業費補助金（海外出願支援事業）実施要領第２０条第１項の規定に基

づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．間接補助金額（実施要領第１８条第１項による額の確定額）              円 

 

２．間接補助金の確定時における消費税及び地方消費税に 

 係る仕入控除税額                                 円 

 

３．消費税額及び地方消費税額の確定に伴う間接補助金に 

 係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額                         円 

 

４．間接補助金返還相当額（３．－２．）                                    円 

 

  （注）別紙として積算の内訳を添付すること。 

 

 

 

 


